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文
部
科
学

温
室
効
果
ガ
ス
算
定
排
出
量
等
の
報
告
等
に
関
す
る
命
令
（
平
成
十
八
年
厚
生
労
働
省
、
農
林
水
産
省
、
経
済
産
業

国
土
交
通
省
、
環

境

省

省
、

省
、
命
令
第
二
号
）
第
一
条
第
六
号
に
規
定
す
る
環
境
大
臣
及
び
経
済
産
業
大
臣
が
定
め
る
海
外
認
証
排
出
削
減
量
を

省
、

次
の
よ
う
に
定
め
、
平
成
二
十
七
年
四
月
一
日
か
ら
適
用
す
る
。
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温
室
効
果
ガ
ス
算
定
排
出
量
等
の
報
告
等
に
関
す
る
命
令
第
一
条
第
六
号
に
規
定
す
る
環
境
大
臣
及
び
経
済
産
業
大

臣
が
定
め
る
海
外
認
証
排
出
削
減
量
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

二
国
間
オ
フ
セ
ッ
ト
・
ク
レ
ジ
ッ
ト
制
度
（
海
外
に
お
け
る
温
室
効
果
ガ
ス
の
排
出
の
抑
制
等
に
寄
与
す
る
取
組
に

よ
り
削
減
等
が
さ
れ
、
か
つ
日
本
国
政
府
及
び
当
該
取
組
が
実
施
さ
れ
た
国
の
政
府
（
以
下
「
両
国
政
府
」
と
い
う
。



- 2 -

）
が
国
際
的
に
表
明
し
た
そ
れ
ぞ
れ
の
温
室
効
果
ガ
ス
緩
和
努
力
の
一
部
と
し
て
使
用
で
き
る
こ
と
を
相
互
に
認
め
た

温
室
効
果
ガ
ス
の
量
（
温
室
効
果
ガ
ス
が
二
酸
化
炭
素
以
外
の
場
合
に
あ
っ
て
は
、
地
球
の
温
暖
化
を
も
た
ら
す
程
度

か
ら
二
酸
化
炭
素
の
量
に
換
算
さ
れ
た
も
の
と
す
る
。
以
下
同
じ
。
）
の
算
定
等
に
関
し
十
分
な
知
見
を
有
す
る
者
に

よ
り
構
成
さ
れ
る
会
議
体
で
あ
っ
て
両
国
政
府
が
合
同
で
運
営
す
る
も
の
が
、
温
室
効
果
ガ
ス
の
量
に
つ
い
て
、
実
際

に
行
わ
れ
た
こ
と
が
認
め
ら
れ
る
当
該
取
組
に
よ
り
削
減
等
が
さ
れ
、
適
切
な
方
法
に
よ
り
算
定
さ
れ
、
当
該
取
組
が

な
け
れ
ば
削
減
等
が
さ
れ
な
か
っ
た
も
の
と
し
て
両
国
政
府
に
対
し
て
通
知
を
し
、
日
本
国
政
府
又
は
当
該
取
組
が
実

施
さ
れ
た
国
の
政
府
が
、
当
該
通
知
に
基
づ
き
認
証
を
し
、
適
切
に
管
理
す
る
制
度
を
い
う
。
）
に
お
い
て
認
証
を
さ

れ
た
温
室
効
果
ガ
ス
の
量


